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令和４年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します。

事業所向け「通年雇用支援セミナー」開催　（参加費無料）
　季節労働者を雇用している・今後雇用を考えている事業所向けに「通年雇用支援セミナー」を開催します。今、話題
のテーマを会場別で開催いたします。参加費は無料です。この機会をぜひご利用ください。
●せたな会場
会　場：温泉ホテルきたひやま（せたな町北檜山区徳島４番地16）
日　時：令和５年２月21日(火)�　午後１時30分～午後３時30分
テーマ：2024年問題～建設業の時間外労働上限規制の対策と実務～
概　要：�2019年に本格的にスタートした働き方改革。2024年４月には建設業でも時間外労働の上

限規制が始まります。対応するためには早めの準備と理解が必須です。本セミナーで
は、今さら聞けない働き方改革の基礎知識と、必要となる実務についてお話します。

●八 雲 会 場
会　場：はぴあ八雲（八雲町本町110）
日　時：令和５年２月22日(水)　午後１時30分～午後３時30分
テーマ：どこからがパワハラ？事例から学ぶ！パワハラ防止法対策
概　要：�2022年、パワハラ防止法の対象が中小企業に拡大されました。人材確保の観点からも職

場でのパワハラは見過ごしてはいけません。本セミナーはパワハラ防止法とは？どこか
らがパワハラ？法令への対応に必要な基礎知識についてお話します。

●講　　師　セントラル法令オフィス　社会保険労務士　望月　英詞　氏
●募集人数　各会場先着順　15社　※定員になり次第締め切ります。
●申込締切　令和５年２月３日（金）
●問い合わせ・申込み　渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会（八雲町役場商工観光労政課内）
　　　　　　　　　　　TEL�0137－64－3355　FAX�0137－62－2149

このたび、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税
非課税世帯等）に対し、１世帯あたり５万円の緊急支援給付金を給付します。対象と思われる世帯には、11月下旬か
ら確認書など書類の発送を開始しております。
給付対象者

１．世帯全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯（住民税非課税世帯）
　　下記（１）から（２）の全てに当てはまる世帯
　�　（１）令和４年度が住民税均等割非課税である
　�　（２）令和４年９月30日現在、長万部町に住民登録をしている
　　◦確認書は、記載内容を確認のうえ、必要事項について記入し、役場町民課へ郵送にて提出してください。
　　◦書類審査後、口座振込により給付となります。
２．令和４年１月～12月の収入が 減少し「住民税均等割非課税相当」 の収入となった世帯（家計急変世帯）
　　�　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年度分の住民税均等割が課されている世帯全員

のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情と認められる世帯が対象です。
　　◦対象となる方は、申請書の提出が必要となります。
　　◦確定申告書、源泉徴収票等、収入が急変したことがわかる書類等を添付していただきます。

　詳しくは町のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせ下さい。

給 付 額　給付の対象となる１世帯あたり�５万円　※上記1,２の両方に該当しても、１世帯５万円のみとなります。
受 付 期 間　非課税世帯、家計急変世帯　令和５年１月31日まで

●お問い合わせ先：住民税非課税世帯担当　町民課戸籍医療年金係　☎01377－2－2453
　　　　　　　　　家計急変世帯担当　保健福祉課福祉係　☎01377－2－2454


